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告 示

石川県告示第298号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託した。

　　令和６年８月６日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

指定公金事務

取扱者の名称

指定公金事務

取扱者の住所

指定公金事務取扱者に委託

した公金事務に係る歳出

指定公金事務取扱

者の指定をした日

公金事務の

委託をした日

株式会社日本旅行

金沢支店

金沢市広岡３丁目３－

77

ＪＲ金沢駅西第一ＮＫ

ビル２Ｆ

被災地介護・福祉人材確保

支援事業費補助金支出事務
令和６年７月11日 令和６年７月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第299号

　令和６管理年度知事管理漁獲可能量の設定並びに公表について（さんま、まあじ、まいわし対馬暖流系群、かたく

ちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群）（令和５年石川県告示第487号）の一部を令和６年７月23日に

変更したので、漁業法（昭和24年法律第267号）第16条第５項において準用する同条第４項の規定により公表する。

　　令和６年８月６日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

変更後 変更前

第３　まいわし対馬暖流系群

　１�　都道府県別漁獲可能量について本県に定められ

た数量

　　　30,900トン

　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

石川県中型まき網漁業 6,000トン

第３　まいわし対馬暖流系群

　１�　都道府県別漁獲可能量について本県に定められ

た数量

　　　30,900トン

　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

石川県中型まき網漁業 6,000トン
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石川県その他漁業（定置漁業等） 13,000トン 石川県その他漁業（定置漁業等） 18,000トン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県告示第300号

　令和６管理年度知事管理漁獲可能量の設定並びに公表について（くろまぐろ（小型魚）、くろまぐろ（大型魚）及

びするめいか）（令和６年石川県告示第112号）の一部を令和６年７月23日に変更したので、漁業法（昭和24年法律第

267号）第16条第５項において準用する同条第４項の規定により公表する。

　　令和６年８月６日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

変更後 変更前

第２　くろまぐろ（大型魚）

　１�　都道府県別漁獲可能量について本県に定められ

た数量

　　　48.1トン

　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

石川県定置網漁業 42.1トン

石川県漁船漁業 4.0トン

第２　くろまぐろ（大型魚）

　１�　都道府県別漁獲可能量について本県に定められ

た数量

　　　48.1トン

　２　知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

石川県定置網漁業 42.1トン

石川県漁船漁業 2.0トン

公 告

令和６年度クリーニング師試験公告

　クリーニング業法（昭和25年法律第207号）第７条第１項の規定により、令和６年度クリーニング師試験を次のと

おり実施する。

　　令和６年８月６日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

１　試験の日時

　　令和６年11月８日（金）午後１時から

２　試験の場所

　　金沢市諸江町中丁467番地２

　　石川県クリーニング会館

３　願書の配布

　　令和６年９月２日（月）から石川県健康福祉部薬事衛生課、県各保健福祉センター及び金沢市保健所で配布する。

４　出願に関する書類の受付期間

　　令和６年９月９日（月）から同月30日（月）まで

　　�（郵送の場合は、受付期間内の消印があるものを受け付ける。）

５　出願に関する書類の提出先

　⑴　県内（金沢市を除く。）に居住する者　住所地を管轄する県保健福祉センター

　⑵　金沢市又は県外に居住する者　石川県健康福祉部薬事衛生課

６　その他

　　詳細については、石川県健康福祉部薬事衛生課へ問い合わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土地改良区の役員退任公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が退任した旨の届

出があった。

　　令和６年８月６日

令和６年８月６日（火曜日） 第１３７３０号2 石 川 県 公 報



石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

　森下三ヶ用水土地改良区

職　名 氏　　名 住　　　　　　　　所 退�任�年�月�日

理　　事 岡　本　　　宏 金沢市南森本町ル18番地 令和６年３月28日

〃 亀　井　忠　志 金沢市南森本町チ５番地 〃

〃 和久田　茂　明 金沢市南森本町チ13番地 〃

〃 酒　村　　　剛 金沢市南森本町ル９番地 〃

〃 弥　村　茂　吉 金沢市弥勒町カ137番地２ 〃

〃 奥　野　克　彦 金沢市弥勒町カ111番地 〃

監　　事 森　　　誠　三 金沢市南森本町ホ62番地５ 〃

〃 弥　浦　修　一 金沢市弥勒町カ36番地 〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土地改良区の役員就任公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が就任した旨の届

出があった。

　　令和６年８月６日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

　森下三ヶ用水土地改良区

職　名 氏　　名 住　　　　　　　　所 就�任�年�月�日

理　　事 岡　本　　　宏 金沢市南森本町ル18番地 令和６年３月29日

〃 和久田　茂　明 金沢市南森本町チ13番地 〃

〃 亀　井　忠　志 金沢市南森本町チ５番地 〃

〃 北　村　豊　昭 金沢市南森本町ヌ104番地 〃

〃 弥　村　茂　吉 金沢市弥勒町カ137番地２ 〃

〃 奥　野　克　彦 金沢市弥勒町カ111番地 〃

監　　事 弥　浦　修　一 金沢市弥勒町カ36番地 〃

〃 酒　村　　　剛 金沢市南森本町ル９番地 〃

〃 谷　川　竜　一 金沢市南森本町ル50番地１ 〃

　志賀町土地改良区

職　名 氏　　名 住　　　　　　　　所 就�任�年�月�日

理　　事 稲　岡　健太郎 羽咋郡志賀町徳田乙の９番地 令和６年６月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土地改良区の定款変更認可公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次のとおり土地改良区の定款の変更を認可した。

　　令和６年８月６日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

土　地　改　良　区　の　名　称 認　可　年　月　日

森 下 三 ヶ 用 水 土 地 改 良 区 令　和　６　年　７　月　29　日
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